
別記様式３ 令和８年度 指名停止等の運用状況一覧表
番号 業者名 本社所在地 指名停止期間 措置要領適用条項 該当事項 指名停止の理由 指名停止地域

8年5月19日 から 8年7月18日
(２ヶ月)

8年5月19日 から 8年7月18日
(２ヶ月)

8年5月15日 から 8年6月14日
(１ヶ月)

8年5月15日 から 8年6月25日
(6週間)

8年4月17日 から 8年6月16日
(２ヶ月)

8年4月17日 から 8年6月16日
(２ヶ月)

8年4月17日 から 8年6月16日
(２ヶ月)

当該業者は、建設業法施行令第１条の２に規
定する額を超える下請契約を、建設業許可を有
しない者との間で締結した。このことが同法第２
８条第１項第６号に該当するとして、令和８年
２月２４日、建設業許可部局である近畿地方
整備局長から監督処分（営業停止１０日
間）を受けた。

青森県、岩手県、宮城県、福島県、秋田
県、山形県、東京都、神奈川県、埼玉県、
群馬県、千葉県、茨城県、栃木県、山梨
県、静岡県、長野県、新潟県、富山県、石
川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分
県、宮崎県、鹿児島県

7 （株）大林組 東京都港区 別表第２第１５号 不正又は不誠実な行為

当該業者は、山梨県内で施工中の中央新幹線
第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか工事にお
いて、令和６年１０月４日に発生した協力会
社の作業員が負傷した労働災害に関して、当該
事業者の社員が所管の労働基準監督署に事実
と異なる説明を行っていた。
この件について、当該業者及び当該業者の社員
２名は、令和８年３月２４日付で鰍沢簡易裁
判所から、労働安全衛生法違反により、それぞれ
罰金２０万円の略式命令を受けた。

東京都、神奈川県、埼玉県、群馬県、千
葉県、茨城県、栃木県、山梨県、静岡県、
長野県、新潟県

6 東洋シヤッター（株） 大阪府大阪市中央区 別表第２第１３号 建設業法違反行為

3 角田建設工業（株） 群馬県利根郡 別表第２第１４号（イ） 建設業法違反行為

当該業者は、令和７年６月３０日を審査
基準日とする経営事項審査において、偽造
した書類を添付し、虚偽の申請を行った。こ
のことが建設業法第２８条第１項第２号
に該当するとして、令和８年２月２６日、
群馬県知事から指示処分を受けた。

青森県、岩手県、宮城県、福島県、秋田
県、山形県、東京都、神奈川県、埼玉県、
群馬県、千葉県、茨城県、栃木県、山梨
県、静岡県、長野県、新潟県、富山県、石
川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、
京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌
山県、滋賀県、福岡県、佐賀県、長崎県、
熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

4 全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会 東京都千代田区 別表第２第１６号 不正又は不誠実な行為

当該業者の専務理事（当時）は、観光庁が令
和４年度に交付した岩手県の宿泊施設に関す
る事業の補助金において、水増しした虚偽の報告
書を作成し、同補助金のうち２件で、約9, 000 
万円をだまし取ったとして、詐欺の疑いで令和８
年２月１０日岩手県警察本部に逮捕され、そ
の後、別の廃業した飲食店などの工事をめぐる補
助金、約4,000万円もだまし取ったとして、令和８
年３月３日岩手警察本部に逮捕され同年３月
２４日、詐欺罪で起訴された。

青森県、岩手県、宮城県、福島県、秋田
県、山形県、東京都、神奈川県、埼玉県、
群馬県、千葉県、茨城県、栃木県、山梨
県、静岡県、長野県、新潟県、富山県、石
川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、
京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌
山県、滋賀県、福岡県、佐賀県、長崎県、
熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

当該業者の代表理事は、観光庁が令和４年度
に交付した岩手県の宿泊施設に関する事業の補
助金において、水増しした虚偽の報告書を作成
し、同補助金のうち２件で、約9, 000 万円をだま
し取ったとして、詐欺の疑いで令和８年２月１０
日岩手県警察本部に逮捕され、その後、別の廃
業した飲食店などの工事をめぐる補助金、約
4,000万円もだまし取ったとして、令和８年３月
３日岩手警察本部に逮捕され同年３月２４
日、詐欺罪で起訴された。

青森県、岩手県、宮城県、福島県、秋田
県、山形県、東京都、神奈川県、埼玉県、
群馬県、千葉県、茨城県、栃木県、山梨
県、静岡県、長野県、新潟県、富山県、石
川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、
京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌
山県、滋賀県、福岡県、佐賀県、長崎県、
熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

5 （一社）日本ホスピタリティテクノロジー協会 東京都千代田区 別表第２第１６号 不正又は不誠実な行為

8 スバル興業（株） 東京都千代田区 別表第２第５号 独占禁止法違反行為

当該業者は、令和８年４月２２日、首都高速
道路（株）が発注する特定道路清掃業務の入
札において、事前に受注予定者を決めるなど談
合を繰り返したとして、公正取引委員会により、
独占禁止法第３条（不当な取引制限の禁
止）の規定に違反する行為を行っていた違反事
業者として公表された。また、このことについて、公
正取引委員会は当該入札参加事業者に対し、
独占禁止法の規定に基づき排除措置命令及び
課徴金納付命令を行った。

東京都、神奈川県、埼玉県、群馬県、千
葉県、茨城県、栃木県、山梨県、静岡県、
長野県、新潟県

9 日本ハイウエイ・サービス（株） 東京都千代田区 別表第２第５号 独占禁止法違反行為

当該業者は、令和８年４月２２日、首都高速
道路（株）が発注する特定道路清掃業務の入
札において、事前に受注予定者を決めるなど談
合を繰り返したとして、公正取引委員会により、
独占禁止法第３条（不当な取引制限の禁
止）の規定に違反する行為を行っていた違反事
業者として公表された。また、このことについて、公
正取引委員会は当該入札参加事業者に対し、
独占禁止法の規定に基づき排除措置命令を
行った。

東京都、神奈川県、埼玉県、群馬県、千
葉県、茨城県、栃木県、山梨県、静岡県、
長野県、新潟県
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別記様式３ 令和８年度 指名停止等の運用状況一覧表
番号 業者名 本社所在地 指名停止期間 措置要領適用条項 該当事項 指名停止の理由 指名停止地域

8年4月8日 から 8年7月7日
(３ヶ月)

8年4月2日 から 8年5月1日
(１ヶ月)

当該業者は、静岡県磐田市内の民間発注
工事ほか１５件の工事において、建設業法
第２６条第３項の規定に違反し、その現
場に専任の主任技術者等でなければならな
い者を、他の現場の主任技術者等として兼
務させていた。このことが、建設業法第２８
条第１項第２号に該当するとして、令和８
年２月１７日、静岡県知事より指示処分
を受けた。

東京都、神奈川県、埼玉県、群馬県、千
葉県、茨城県、栃木県、山梨県、静岡県、
長野県、新潟県

1 丸友開発（株） 静岡県浜松市 別表第２第１３号 建設業法違反行為

東京都、神奈川県、埼玉県、群馬県、千
葉県、茨城県、栃木県、山梨県、静岡県、
長野県、新潟県

2 （株）イー・コミュニケーションズ 東京都港区 別表第２第１５号 不正又は不誠実な行為

当該業者は、航空局発注の「令和８年度
航空従事者等学科試験における
Computer Based Testing（CBT）方式の
運用に係る業務請負」の入札（令和8年
3月18日開札）において、最低価格で入札
し、令和8年4月1日付落札予定者であった
ところ、落札決定後に請負を辞退した。
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